
市政ピックアップ

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
危
機
管
理
課
危
機
管
理
係 

☎
２
６
‐
５
７
０
１
、消
防
本
部
警
防
課 

☎
６
１
‐
７
１
１
５

自
分
た
ち
の
ま
ち
は
自
分
た
ち
で
守
る

酒
田
市
消
防
団
員
募
集

開
催
日
／
４
月
17
日
㈰
午
後
１
時
〜
３
時

場
所
／
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

対
象
／
琢
成
学
区
内
に
お
住
ま
い
の
高

校
生
以
上
の
方
ま
た
は
日
和
山
周
辺
地

域
で
事
業
を
営
ん
で
い
る
方

内
容
／
日
和
山
周
辺
の
思
い
出
や
残
し

た
い
ま
ち
並
み
、住
み
た
く
な
る
ま
ち

並
み
に
つ
い
て
の
自
由
な
話
し
合
い

申
し
込
み
／
３
月
30
日
㈬（
必
着
）ま
で

に
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

〒
９
９
８
‐
８
５
４
０（
住
所
不
要
）酒

田
市
都
市
計
画
課
都
市
計
画
係
へ
6
２

６
‐
６
４
８
２ 

Ｅ
メ
ー
ルtoshikei@
city.sakata.lg.jp

◆
自
由
に
発
言
で
き
る
よ
う
に
、
小
グ

ル
ー
プ
ご
と
の
座
談
会
形
式
で
行
い
ま
す
。

◆
申
込
用
紙
は
、
市
役
所
５
階
都
市
計

画
課
に
あ
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

日
和
山
周
辺
の
な
つ
か
し
い
ま
ち
並
み

や
風
景
の
写
真
を
お
貸
し
く
だ
さ
い

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
紹
介
し
ま
す
の

で
、
市
都
市
計
画
課
へ
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
こ
ち
ら
か
ら

預
か
り
に
伺
い
ま
す
。

　

４
月
１
日
か
ら
、
現
在
休
日
診
療
所

で
行
っ
て
い
る
夜
間
診
療
（
午
後
６
時

〜
９
時
）
を
終
了
し
ま
す
。

　

４
月
以
降
の
診
療
時
間
は
次
の
通
り

で
す
。

診
療
時
間
／
午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後

１
時
30
分
〜
５
時

◆
受
け
付
け
は
午
前
８
時
30
分
〜
11
時

30
分
、
午
後
１
時
〜
４
時
30
分
。

◆
日
曜
日
や
祝
日
の
夜
間
の
急
病
は
、

日
本
海
総
合
病
院
救
急
外
来
を
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

山
形
県
救
急
電
話
相
談
を

利
用
し
て
く
だ
さ
い

　

医
療
機
関
を
受
診
す
る
前
に
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

相
談
日
／
毎
日

時
間
／
午
後
７
時
〜
10
時

　

近
年
、
消
防
団
員
数
は
減
少
傾
向
に

あ
り
、
加
え
て
団
員
の
高
齢
化
が
進
ん

で
い
る
こ
と
か
ら
、
本
市
で
は
防
災
の

担
い
手
と
な
る
若
い
消
防
団
員
の
確
保

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
多
く
の
人
が

自
分
の
仕
事
を
持
ち
な
が
ら
活
動
し
て

い
ま
す
。
あ
な
た
の
力
を
消
防
団
活
動

に
役
立
て
て
み
ま
せ
ん
か
。

応
募
資
格
／
本
市
在
住
の
18
歳
以
上
で

心
身
共
に
健
康
な
男
女

活
動
内
容
／
︻
非
常
時
︼
火
災
時
の
消

火
活
動
、
災
害
時
の
救
助
・
救
出
活
動
、

避
難
誘
導
や
広
報
活
動
な
ど 

︻
平
常

時
︼
規
律
訓
練
や
消
防
操
法
訓
練
、
車

両
や
ポ
ン
プ
、
資
機
材
の
点
検
、
防
火

指
導
や
広
報
巡
回
な
ど

待
遇
な
ど
／
市
の
基
準
に
よ
る
報
酬

（
年
額
）、災
害
時
の
出
動
手
当
、公
務
災

害
補
償
、退
職
報
償
金
、活
動
に
必
要
な

被
服
や
装
備
品
の
貸
与
、表
彰
な
ど

申
し
込
み
／
所
定
の
申
込
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
市
役
所
４
階
危
機
管

理
課
、
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課
、
平

田
総
合
支
所
２
階
消
防
本
部
警
防
課
の

い
ず
れ
か
へ
持
参

◆
消
防
団
員
の
身
分
は
、
非
常
勤
の
特

別
地
方
公
務
員
で
す
。

◆
申
込
用
紙
は
右
記
の
申
し
込
み
先
に

あ
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
都
市
計
画
課

都
市
計
画
係 

☎
２
６
‐
５
７
４
６

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
日
和
山
の
ま
ち
並
み

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
募
集

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
健
康
課
健
康
係 

☎
２
４
‐
５
７
３
３

４
月
か
ら
酒
田
市
休
日
診
療
所
の

診
療
時
間
が
変
わ
り
ま
す

閲覧方法／市ホームページのトッ
プページ中央のFacebook内「酒田
市役所」をクリックしてください
問市政策推進課広報広聴係
　☎26-5706

市公式F
フェイスブック

acebookで
酒田の「今」を感じてください

Facebook
「いいね」酒田市

小児の救急電話相談

大人の救急電話相談
＃ 8 0 0 0

＃ 8 5 0 0

▼酒田市消防団
ウェブサイト
ＱＲコード
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市政ピックアップ

●お問い合わせ／地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構法人管理部総務課 ☎26‐2001
日本海総合病院・酒田医療センター 職員採用試験（平成28年6月採用）

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
商
工
港
湾
課
企
業
誘
致
・

産
業
振
興
対
策
室 

☎
２
６
‐
５
３
６
１

新
製
品・新
技
術
研
究
開
発
な
ど
へ

経
費
を
助
成
し
ま
す

　

本
市
産
業
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

市
内
中
小
企
業
者
が
新
製
品
や
新
技
術

の
研
究
開
発
、
新
技
術
の
導
入
を
行
う

際
、
対
象
と
な
る
経
費
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

対
象
／
市
内
に
主
た
る
事
業
所
ま
た
は

事
務
所
を
有
す
る
中
小
企
業
、
組
合
な

ど
で
製
造
業
を
営
む
も
の

対
象
経
費
／
事
業
費
30
万
円
以
上
の
事

業
で
、新
製
品
や
新
技
術
の
研
究
開
発
に

要
す
る
経
費
、ま
た
は
新
技
術
の
導
入
に

伴
う
人
材
派
遣
研
修
に
要
す
る
経
費

採
択
件
数
／
２
件
程
度

助
成
内
容
／
事
業
費
の
２
分
の
１
で
限

度
額
１
０
０
万
円

審
査
会
／
５
月

申
し
込
み
／
４
月
１
日
㈮
〜
28
日
㈭
に

市
商
工
港
湾
課
企
業
立
地
・
産
業
振
興

係
へ 

☎
２
６
‐
５
３
６
１

◆
申
し
込
み
に
は
事
業
者
概
要
書
、
事

業
計
画
書
、
直
近
３
事
業
年
度
の
決
算

書
な
ど
添
付
書
類
が
必
要
で
す
。
募
集

要
項
は
同
課
に
あ
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の

推
進
に
関
す
る
法
律
（
障
害
者
差
別
解

消
法
）
が
、
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
法
律
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
へ

の
差
別
を
な
く
す
こ
と
で
、
障
が
い
の

あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
い
き
い
き
と

生
活
で
き
る
社
会
を
つ
く
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
は
国
・
県
・
市
町
村
の
行
政
機

関
と
民
間
事
業
者
で
す
。
誰
も
が
暮
ら

し
や
す
い
社
会
を
目
指
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
考
え
行
動
し
ま
し
ょ
う
。

　

不
等
な
差
別
的
取
り
扱
い
の
例

¡

や
む
を
得
な
い
理
由
も
な
く
、
た
だ

障
が
い
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
窓
口

対
応
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
断
る

¡

本
人
を
無
視
し
て
、
介
助
者
や
付
き

添
い
の
人
の
み
に
話
し
掛
け
る

¡

「
障
害
者
不
可
」「
障
害
者
お
断
り
」

と
表
示
・
広
告
す
る

　

合
理
的
配
慮
の
例

¡
困
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
き
は
、

ま
ず
声
を
掛
け
、
手
伝
い
の
必
要
性
を

確
か
め
て
か
ら
車
イ
ス
を
押
す
な
ど
の

手
助
け
を
す
る

¡

障
が
い
の
特
性
に
よ
り
、
ひ
ん
ぱ
ん

に
離
席
の
必
要
が
あ
る
人
の
会
場
の
座

席
位
置
を
扉
付
近
に
す
る

¡

手
話
、
筆
談
や
読
み
上
げ
な
ど
、
障

が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
手
段
を
用
い
る

¡

知
的
障
が
い
の
あ
る
人
が
理
解
し
や

す
い
よ
う
、ふ
り
が
な
を
付
け
た
り
、わ

か
り
や
す
い
表
現
を
使
用
し
た
り
す
る

¡

医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
ど
で
体
温
調

整
が
難
し
い
人
に
は
、
急
な
温
度
変
化

を
避
け
る
よ
う
配
慮
す
る

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係 

☎
２
６
‐
５
７
３
３

４
月
１
日
か
ら

障
害
者
差
別
解
消
法
が
施
行
さ
れ
ま
す

障害者差別解消法に関して詳しくは、内閣府ホーム
ページ（http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/
sabekai.html）を
参照してください。

●障害者差別解消法のポイント

※費用や負担が重すぎて対応が難しい場合は、他の方法を考えます。

行政機関
（役所など）

民間事業者
（会社・お店など）

不当な差別的
取り扱い してはいけない

合理的配慮 しなければ
ならない※

するように
努力

障害者施策 検索

法的
義務

努力
義務

禁止

◆詳しくは受験案内（受験申込書付き）を参照してください。受験案内は日本海総合病院および酒田医療センターにあるほか、同病院機構
ホームページからもダウンロードできます。

職　種 人　数 受験資格 試　験 申し込み

薬剤師

若干名

昭和51年4月2日以降に生まれた方で、薬剤師
免許を有する方または第101回薬剤師国家試
験に合格した方

期日／4月23日㈯
場所／日本海総合病院
科目／性格検査・面接試験、能力検査
（言語聴覚士のみ）
合格発表／5月上旬

4月15日㈮までの午前8時30分～午後5時
15分（土曜・日曜、祝日を除く）に日本海
総合病院総務課へ郵送または持参

言語聴覚士
昭和51年4月2日以降に生まれた方で、言語聴
覚士免許を有する方または第18回言語聴覚士
国家試験に合格した方
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